
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

資本と利益の区分：
混合配当事件を題材に

1
�
は
じ
め
に

今
回
こ
の
テ
ー
マ
を
研
究
し

よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
混
合
配

当
（
そ
の
他
利
益
剰
余
金
か
ら

の
配
当
と
そ
の
他
資
本
剰
余
金

か
ら
の
配
当
を
同
時
に
す
る
こ

と
）
事
件
（
東
京
地
判
平
29
・

12
・
6
、
東
京
高
判
令
1
・
5

・
29
、
最
判
令
3
・
3
・
11
）

を
契
機
に
、
そ
の
他
資
本
剰
余

金
か
ら
の
配
当
で
あ
り
な
が

ら
、
み
な
し
配
当
と
資
本
の
払

戻
（
株
主
に
と
っ
て
所
有
す
る

有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
）
と
が

生
じ
る
と
し
た
税
制
の
背
景
を

再
確
認
し
て
み
た
い
と
思
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

2
�
資
本
と
利
益
の
区
分

金
子
教
授
は
、「
資
本
剰
余
金

の
中
に
は
、
株
主
の
払
い
込
み

部
分
と
、
利
益
剰
余
金
か
ら
払

い
込
ま
れ
た
部
分
と
が
混
在
し

て
い
る
」と
指
摘
し
て
い
る
１
。

利
益
の
資
本
組
入
れ
（
無
償

増
資
）
２
は
、
平
成
13
年
の
税

制
改
正
前
ま
で
は
、
税
務
上
は

み
な
し
配
当
課
税
を
し
て
い

た
３
（
利
益
積
立
金
の
減
少
処

理
）
の
で
、
会
社
の
経
理
処
理

と
違
い
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
平
成
13
年
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
こ
の
時
期
に
創
設
さ
れ

た
組
織
再
編
税
制
と
の
兼
ね
合

い
か
ら
、
資
産
の
交
付
が
な
い

場
合
の
み
な
し
配
当
課
税
を
廃

止
し
た
た
め
、
会
社
の
経
理
処

理
と
法
人
税
法
の
扱
い
に
ズ
レ

が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
利

益
準
備
金
が
資
本
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
組
み

入
れ
ら
れ
た
金
額
は
、
税
務

上
、
利
益
積
立
金
額
の
減
少
と

は
せ
ず
に
、
資
本
積
立
金
額
が

減
少
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
）。

一
方
、
平
成
18
年
の
会
社
法
施

行
４
ま
で
は
、
資
本
剰
余
金
を

原
資
と
す
る
配
当
で
あ
り
な
が

ら
、
会
社
が
利
益
処
分
と
し
て

決
議
す
れ
ば
、
税
務
上
は
利
益

積
立
金
の
減
少
（
法
23
条
の
受

取
配
当
）
と
し
て
い
た
５
。

そ
し
て
、
会
社
法
施
行
後
６

は
、
会
社
が
無
償
減
資
で
利
益

剰
余
金
の
マ
イ
ナ
ス
を
消
去
し

た
場
合
も
、
無
償
増
資
で
利
益

剰
余
金
を
資
本
金
に
組
み
入
れ

た
場
合
も
、
税
務
上
は
資
本
金

等
と
利
益
積
立
金
が
変
動
し
な

い
た
め
、
こ
こ
で
も
会
社
の
経

理
処
理
と
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
ズ
レ

は
、
組
織
再
編
を
行
っ
た
場
合

（
適
格
で
も
非
適
格
で
も
）
に

も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
会
社
の

財
務
諸
表
上
の
資
本
金
や
資
本

剰
余
金
の
な
か
に
利
益
が
混
在

し
、
税
務
上
の
資
本
金
等
の
額

や
利
益
積
立
金
の
額
と
食
い
違

い
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
�
資
本
の
払
戻
時
の
利
益
積
立
金
の
減
少
額

（
み
な
し
配
当
）
の
算
出

み
な
し
配
当
の
発
生
事
由
の

な
か
に
資
本
の
払
戻
（
剰
余
金

の
配
当
：
資
本
剰
余
金
の
額
の

減
少
に
伴
う
も
の
に
限
る
）

（
法
法
24
①
四
）
が
あ
る
。
平

成
13
年
改
正
前
ま
で
は
、
資
本

の
払
戻
（
有
償
減
資
）
に
よ
り

み
な
し
配
当
の
額
を
計
算
す
る

場
合
に
お
い
て
、
交
付
額
が
資

本
の
金
額
を
超
え
る
と
き
、
そ

の
超
え
る
部
分
の
金
額
が
資
本

積
立
金
又
は
利
益
積
立
金
の
い

ず
れ
か
ら
成
る
か
は
、
当
該
交

付
す
る
法
人
の
計
算
に
よ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
７
た
め
、
み

な
し
配
当
課
税
を
故
意
に
遅
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
租
税
回

避
を
防
止
す
る
た
め
、
プ
ロ
ラ

タ
計
算
が
平
成
13
年
に
創
設
さ

れ
た
（
法
令
23
①
四
）。
こ
の

計
算
式
に
よ
り
、
交
付
金
銭
の

総
額
を
、
純
資
産
に
占
め
る
資

本
金
等
と
利
益
積
立
金
の
占
め

る
割
合
で
比
例
配
分

（Proratable

）
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
資
本

の
払
戻
で
も
利
益
積
立
金
の
減

少
額
（
み
な
し
配
当
）
が
算
出

さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。

こ
の
計
算
式
は
、
平
成
18
年

に
分
子
が
交
付
金
銭
等
の
額
か

ら
減
少
資
本
剰
余
金
に
改
正
さ

れ
た
。
こ
の
改
正
で
、
交
付
金

銭
等
の
額
の
内
訳
が
利
益
剰
余

金
と
資
本
剰
余
金
の
双
方
を
原

資
と
す
る
場
合
（
混
合
配
当
）

に
、
資
本
剰
余
金
を
ど
れ
だ
け

原
資
に
す
る
か
が
法
人
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
資
本
剰
余
金

の
減
少
額
と
同
額
の
資
本
金
等

が
減
少
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
平
成
13
年
の
プ
ロ
ラ
タ
計

算
と
異
な
り
、
資
本
剰
余
金
の

減
少
額
を
い
く
ら
に
す
る
か
を

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
株
主
側
の
税
負
担

の
観
点
に
立
っ
て
、
混
合
配
当

の
中
の
資
本
剰
余
金
を
少
な
く

す
る
こ
と
で
有
価
証
券
の
譲
渡

益
が
減
少
す
る
だ
ろ
う
し
、
も

と
も
と
、
譲
渡
損
が
計
上
さ
れ

る
場
合
で
あ
れ
ば
、
資
本
剰
余

金
を
増
や
し
、
み
な
し
配
当
課

税
額
を
減
ら
せ
る
こ
と
も
で
き

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
剰
余
金
の
配
当

を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
支
払

う
会
社
側
が
担
っ
て
い
る
わ
け

で
、
株
主
総
会
で
の
株
主
の
発

言
力
が
強
く
な
け
れ
ば
、
株
主

側
に
立
っ
た
そ
う
し
た
操
作
は

困
難
で
あ
る
。つ
ま
り
、完
全
支

配
関
係
の
よ
う
な
状
態
で
な
け

れ
ば
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

4
�
混
合
配
当
事
件

混
合
配
当
事
件
は
、
米
国
デ

ラ
ウ
ェ
ア
州
の
債
務
超
過
の
Ｌ

Ｌ
Ｃ
が
、
当
期
に
受
領
し
た
子

会
社
か
ら
の
配
当
を
日
本
の
親

会
社
に
全
額
還
流
さ
せ
る
に
あ

た
っ
て
、
日
本
の
会
社
法
で
は

認
め
ら
れ
な
い
８
課
税
未
済
の

利
益
配
当
と
資
本
剰
余
金
の
払

戻
し
を
行
っ
た
事
件
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
受

け
、「
減
資
資
本
金
額
は
、
そ

の
資
本
の
払
戻
し
に
よ
り
減
少

し
た
資
本
剰
余
金
の
額
を
限
度

と
す
る
」
と
施
行
令
（
法
令
23

①
四
）
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

し
か
し
、
元
々
、
会
社
の
財

務
諸
表
上
は
利
益
剰
余
金
が
あ

る
が
、
税
務
上
利
益
積
立
金
が

マ
イ
ナ
ス
の
場
合
（
過
去
に
資

本
金
ま
た
は
資
本
準
備
金
を
そ

の
他
資
本
剰
余
金
に
振
り
替
え

て
、
利
益
剰
余
金
の
額
の
マ
イ

ナ
ス
に
充
当
（
欠
損
て
ん
補
）

し
て
い
た
場
合
で
、
そ
の
後
利

益
積
立
金
の
マ
イ
ナ
ス
が
残
る

状
態
で
利
益
剰
余
金
が
プ
ラ
ス

に
な
っ
た
場
合
）
は
、
減
少
資

本
剰
余
金
を
超
え
る
払
戻
等
対

応
資
本
金
額
等
が
計
算
さ
れ

る
９
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
件
の
課
税
庁
の
課
税
処
分
の

計
算
結
果
で
、
そ
れ
ま
で
気
付

か
な
か
っ
た
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
が

表
面
化
し
た
と
言
え
る
。

5
�
お
わ
り
に

と
こ
ろ
で
、
混
合
配
当
で

は
、
一
部
の
論
者
が
主
張
す
る

「
先
後
関
係
問
題
」
は
起
こ
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
（
も
ち
ろ

ん
、
同
時
期
の
混
合
配
当
で
も

優
先
順
位
が
決
め
ら
れ
る
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
別
だ
が
）。

先
後
関
係
は
、
剰
余
金
の
配

当
を
同
一
事
業
年
度
に
2
度
に

分
け
て
行
う
場
合
に
発
生
す
る

問
題
で
あ
る
。
利
益
剰
余
金
の

配
当
が
先
行
す
る
と
、
資
本
金

等
の
減
少
額
が
大
き
く
な
り

（
株
主
に
と
っ
て
の
有
価
証
券

の
譲
渡
対
価
が
高
く
な
る
）、

資
本
剰
余
金
を
先
行
す
る
と
、

資
本
金
等
の
減
少
額
が
小
さ
く

な
る
（
株
主
に
と
っ
て
の
有
価

証
券
の
譲
渡
対
価
が
低
く
な

る
）
の
で
、
先
後
問
題
が
株
主

に
と
っ
て
は
大
き
い
問
題
に
な

る
。そ

れ
は
、
プ
ロ
ラ
タ
計
算
の

分
母
の
前
期
末
純
資
産
簿
価

が
、
前
期
末
か
ら
剰
余
金
の
配

当
ま
で
に
、
資
本
金
等
の
額
や

利
益
積
立
金
等
の
額
に
増
減
が

あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
額
を
加

減
算
す
る
（
法
令
23
①
二
イ
、

四
イ
）
こ
と
か
ら
起
こ
る
こ
と

で
あ
る
。
利
益
剰
余
金
の
配
当

を
先
行
す
る
場
合
に
の
み
、
計

算
式
の
分
母
の
純
資
産
額
を
減

少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
資
本

剰
余
金
が
先
行
し
、
後
行
の
利

益
剰
余
金
の
配
当
の
時
は
、
も

と
も
と
こ
の
計
算
式
は
使
用
せ

ず
、
全
額
が
法
23
条
（
あ
る
い

は
23
条
の
2
）
の
受
取
配
当
益

金
不
算
入
の
対
象
に
な
る
。
資

本
剰
余
金
の
中
に
利
益
積
立
金

が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る

が
、
利
益
剰
余
金
の
中
に
資
本

金
等
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
考

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
国
税
庁
は
、「
Ｌ

Ｌ
Ｃ
が
米
国
の
税
務
上
、
法
人

課
税
又
は
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
税

の
い
ず
れ
の
選
択
を
行
っ
た
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
的
に
は

我
が
国
の
税
務
上
、
外
国
法
人

（
内
国
法
人
以
外
の
法
人
）
と

し
て
取
り
扱
う
」
と
公
表
し
て

る
が
、
今
後
起
こ
る
か
も
し
れ

な
い
外
国
子
会
社
配
当
益
金
不

算
入
（
法
法
23
の
2
）
制
度
を

利
用
し
た
同
様
の
事
案
を
想
定

し
て
、「
米
国
Ｌ
Ｌ
Ｃ
が
パ
ス

・
ス
ル
ー
課
税
を
選
択
（
こ
の

事
件
と
は
異
な
る
）
し
て
い
た

場
合
に
、
国
内
親
会
社
へ
の
還

流
額
は
、
国
内
親
会
社
の
直
接

の
収
益
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

法
23
条
の
2
の
対
象
外
で
あ

る
。」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
国

税
庁
の
公
式
見
解
を
公
表
（
あ

る
い
は
、
立
法
的
手
当
て
１０

）

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1

金
子
宏
『
租
税
法
24
版
』
3

7
9
頁
。

2

利
益
の
資
本
組
入
れ
に
対
す

る
み
な
し
配
当
課
税
の
是
非
に

つ
い
て
は
、
平
成
元
年
か
ら
3

年
ご
ろ
に
渡
っ
て
の
金
子
・
竹

内
論
争
が
有
名
で
あ
る
。
金
子

宏
『
所
得
概
念
の
研
究
』（
有
斐

閣
1
9
9
5
年
11
月
）
2
3
0

頁
、
竹
内
昭
夫
「
利
益
積
立
金

の
資
本
組
入
れ
と
み
な
し
配
当

課
税
の
当
否
」
商
事
法
務
№
1

2
5
8
号
43
頁
〜
と
№
1
2
5

9
号
30
頁
〜
。

3

但
し
、
最
低
資
本
金
制
度
の

導
入
時
期
に
、
平
成
3
年
度
の

税
制
改
正
で
、
5
年
間
の
時
限

立
法
で
あ
っ
た
が
、
利
益
の
資

本
組
み
入
れ
を
最
低
資
本
金
の

額
に
達
す
る
ま
で
配
当
所
得
と

し
て
課
税
し
な
い
（
利
益
積
立

金
の
減
少
と
し
な
い
）
こ
と
と

し
た
期
間
が
あ
る
。

4

会
社
法
の
施
行
に
よ
り
、
そ

の
他
資
本
剰
余
金
も
そ
の
他
利

益
剰
余
金
も
剰
余
金
と
さ
れ
、

会
社
財
産
の
払
出
し
は
全
て
剰

余
金
の
配
当
と
し
て
整
理
さ
れ

た
。

5

旧
法
基
通
3‐

1‐

7
の
5

6

会
社
法
発
足
当
初
（
平
18
〜

21
年
）
は
、
資
本
準
備
金
と
そ

の
他
資
本
剰
余
金
の
み
資
本
組

入
れ
が
認
め
ら
れ
、
利
益
の
資

本
組
入
れ
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
（
計
48
①
一
、
二
）。

7

旧
法
基
通
3‐

1‐

8

8

米
国
デ
ラ
ウ
ェ
ア
Ｌ
Ｌ
Ｃ
法

18‐

6
0
7
（
ａ
）
で

は
、
配

当
の
効
力
発
生
後
に
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ

の
資
産
の
時
価
が
、
当
該
Ｌ
Ｌ

Ｃ
の
債
務
総
額
を
超
え
る
限
度

で
、
社
員
に
配
当
を
行
え
る
と

規
定
し
て
い
る
。

9

プ
ロ
ラ
タ
計
算
の
分
母
の
前

期
末
純
資
産
簿
価
が
、
直
前
の

資
本
金
等
の
額
よ
り
少
な
い
の

で
、必
ず
、減
少
資
本
剰
余
金
を

超
え
る
払
戻
等
対
応
資
本
金
額

等
が
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

10

令
和
2
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
内
国
法
人
が
一
定
の
支

配
関
係
に
あ
る
外
国
子
会
社
等

か
ら
一
定
規
模
以
上
の
配
当
等

の
額
を
受
け
る
場
合
に
は
、
子

会
社
株
式
等
の
帳
簿
価
額
か

ら
、
そ
の
配
当
等
の
額
の
う
ち
、

益
金
算
入
相
当
額
を
減
額
す
る

特
例
が
創
設
さ
れ
て
い
る
（
法

令
1
1
9
の
3
⑦
）。

関根 美男〔西新井〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
4
年
4
月
月
次
研
究
会
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